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市内社会体育施設 
学校体育施設開放事業（夜間開放） ご利用の皆さま 
 

近江八幡市教育委員会事務局     
スポーツ推進課（運動公園体育館内） 

 
社会体育施設等利用時の感染拡大予防について 

 
 5 月 15 日に第 9 回近江八幡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、6 月 1 日から
市内社会体育施設（健康ふれあい公園プール棟・クラブハウス除く）と学校体育施設開放事業（夜
間開放含む）の再開が決定されました。 

各施設ご利用の皆さまには、引き続き、感染拡大防止のための対策をお願いするとともに、すべ
ての利用者が施設を安全・安心に利用できるよう、施設管理者からの要請・指示等に従っていただ
きますようお願いします。 
 
（１）次の事項に該当する場合は、自主的に施設の利用を見合わせてください。 

  ①体調がよくない場合（発熱、寒気、咳、のどの痛みなどの症状がある場合） 
  ②同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合 

③過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への
渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合 

（２）マスクを持参してください。 
受付や着替え等スポーツを行っていない時や会話をする時は必ずマスクを着用してください。 

（３）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を徹底してください。 

  手指消毒用のアルコール等は利用者で準備してください。 
（４）屋内施設利用時は、窓や扉を開けるなど、十分な換気をしてください。 

（５）体育館利用後は、必ずフロアの清掃（モップ掛け等）をしてください。また、汗や唾液がフ

ロアに落ちた場合は、ただちに備え付けのアルコール消毒液で拭き取ってください。 

（６）施設備品（手が触れる箇所）は、使用後備え付けのアルコール消毒液で消毒してください。 

（７）他の利用者、施設職員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。団体利用の

場合は、「三つの密（密集・密閉・密接）」の状態とならないよう、必ず利用責任者が利用人数

や練習方法等について配慮してください。 

（８）大きな声で会話、応援等をしないでください。 

（９）施設利用後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、市スポーツ推進課（電

話３３－６３０３）に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 

（10）その他、感染予防のために施設管理者が決めた措置の遵守、指示に従ってください。 

 

※裏面チェックリスト(スポーツ庁)もご確認ください。 




